
令和8(2026)年度

兵庫県失語症者向け意思疎通支援者養成講座

失語症は、言葉の障害です
脳卒中や事故などの後遺症で起こります
話す、聞く、書く、読むが難しくなります
記憶や判断力などは変わらないのに
以前のように会話ができません
孤立したり、誤解されたりすることもあります

＊失語症の症状や対応を理解して会話の支援をするのが「失語症者向け意思疎通支援者」です

募集内容

【講座】全9回（令和8年5月～令和8年10月）【定員】20名

【会場】西宮市総合福祉センター（西宮市染殿町8−17）
【受講料】無料 ※テキスト代･実習にかかる経費は実費徴収いたします

【受講資格】

①県内在住の18歳以上の方

②講座終了後、失語症者の意思疎通支援に継続して関わっていただける方

【募集期間】5/1（金）～ 5/15（金）
締切日必着(応募多数の場合は書類選考のうえ決定いたします)

……………………………………………………………………………… 
※養成講座修了者は、兵庫県の失語症者向け意思疎通支援者として登録をお願いします。 
※修了条件：本講座の出席要件を満たした方(目安：概ね80%以上の出席)

主催 兵庫県・神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市・明石市

主管 協力(一社)兵庫県言語聴覚士会 ひょうご失語症者の会および
失語症関連団体・事業所

問合せ先 (一社)兵庫県言語聴覚士会 失語症者向け意思疎通支援者養成事業担当
メール：shitsugo_sthyogo＠yahoo.co.jp

受講者募集
社会と失語症者をつなぐ

懸け橋になりませんか？

＜必修基礎コース＞



回
日 時 ・ 会 場 ・ 講 座 内 容

日程・会場は状況によって変更になることもあります
原則は対面形式で実施しますが、状況によってはweb形式（zoom使用）になる場合もあります

第１回

5月24日(日)  10:00～15:30 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室
  開講式/0オリエンテーション/失語症概論/

 失語症のある人の日常生活とニーズ/意思疎通支援者とは何か/
意思疎通支援者の心構えと倫理

第２回
6月7日(日)   10:00～15:00 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室

  コミュニケーション支援技法Ⅰ

第３回
6月14日(日)   10:00～16:00 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室

  コミュニケーション支援実習Ⅰ-①

第４回
7月5日(日)   10:00～16:00 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室

  コミュニケーション支援実習Ⅰ-②

第５回
7月26日(日)   10:00～16:00 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室

  身体介助の方法／身体介助実習／派遣事業と意思疎通支援者の業務

第６回
8月9日(日)   10:00～15:00 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室

  コミュニケーション支援実習Ⅰ-③

第7回
8月27日(日)  10:00～16:00 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室

  外出同行支援／外出同行支援実習①

第8回
10月4日(日) 10:00～15:00 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室

  コミュニケーション支援実習Ⅰ-④

第９回
10月11日(日)  10:00～16:00 会場：西宮市総合福祉センター 2階大集会室

 外出同行支援実習②／修了式

(一社)兵庫県言語聴覚士会 兵庫県失語症者向け意思疎通支援者養成事業担当

メール：shitsugo_sthyogo@yahoo.co.jp FAX：078-414-7812
（送信時に兵庫県言語聴覚士会 意思疎通支援事業担当(行)と明記してください）

U R L：https://sthyogo.com/
兵庫県のホームページからもダウンロードできます。

（募集要項及び申込フォーム）

講座内容
令和8（2026）年度

兵庫県失語症者向け意思疎通支援者養成講座

問合せ先・募集要項請求・申込先

失語症者の日常生活や支援の在り方を理解し、失語症者との１対１の会話を
行えるようになり、日常生活上の外出場面において意思疎通の支援を行える
ようになること。

講座の目標
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